
 

 

 

 
Q１．労働安全、労働衛生コンサルタントとは何ですか？ 
 昭和 47 年に労働安全衛生法に基づいて創設されました。厚

生労働大臣が行う高度の試験に合格し、厚生労働省の名簿に登

録され開業しています。労働安全コンサルタントには、機械・

電気・化学・土木・建築、そして労働衛生コンサルタントには

保健衛生・労働衛生工学の登録区分があります。しかし、この

区分に限定されることなく広く対応いたします。 

Q２．具体的な仕事の中身は？ 
 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの名称の

下に、事業者の求めに応じ、報酬を得て、次の業務を行い、事

業場の安全衛生管理を効果的に推進いたします。 

① 安全衛生診断とこれに基づく指導 

② 各種の安全衛生教育及び講演 

③ 作業標準書の作成、または、作成指導 

④ 安全衛生管理規程の作成と安全衛生管理組織の充実の指

導 

⑤ リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステ

ム導入支援、監査教育及び指導等 

⑥ その他、自主的安全衛生活動の支援    

 なお、上記の業務を単独でも実施しますが、安全管理特別指

導事業場、衛生管理特別指導事業場、建設業指定店社及び陸上

貨物・港湾荷役業指定店社等の顧問として全体的な支援、指導

も実施いたします。 

 

 

 

 

Q３．安全管理・衛生管理特別指導事業場の支援は？ 
 労働局から指摘を受けた是正勧告書や指導票、更に改善命令

に対し、改善計画書作成に専門的立場から参画します。と同時

に計画書に盛り込まれる施設面での改善、安全衛生管理体制の

見直し、安全衛生教育に携わります。安全管理特別指導事業場

又は衛生管理特別指導事業場の指定解除に向けて年間を通じ

て活動し事業場の災害防止、良好な職場環境等を確立し、事業

場の安全衛生活動の継続化を図ります。なお、基本的には、以

上のような活動を実施いたしますが、事業場が不得意な分野  

のみの受託もいたします。 （例えば改善計画書の作成、安全

衛生教育等） 

Q4．特にどのようなメリットがあるのでしょう？ 
① 得がたい安全衛生の専門家の指導を受けることができま

す。 

② 社内では気がつかない安全衛生上の問題点を明らかに

し、効果的な方法をアドバイスします。 

③ 必要なときに、必要な事項について依頼することができ

るので、人件費の節約になります。 

④ 税理士と税務署の関係と同じで、私たちと労働基準監督

署との関係から私たちに委託された事業場は労働基準監

督署も安心して任せています。 

Q５．会社の事情が世間に知られてしまうのでは？ 
 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントは法律に

より守秘義務がありますので安心して相談してください。 

（参考)：労働安全衛生法第 86 条第２項「 コンサルタントは、

その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはなら

ない。コンサルタントでなくなった後においても同様とする。」 

 

Q６．その時の報酬はいくらぐらいですか？ 
 年間を通しての顧問契約、個別の安全衛生診断、または、職

⻑等、粉じん、有機溶剤など各種の教育、更にＫＹＴや講話・

講演等に対し標準報酬額があります。顧問契約についての標準

報酬は下表のとおりですが、依頼者の立場にたって、また利用

計画等に基づいて、双方での話し合いに応じ決めさせていただ

きます。・顧問報酬とは、事業者の依頼を受け、契約期間１ヶ年

以上にわたり、労働安全衛生に関する顧問として相談・指導を

行う場合にいただく報酬です。 

 

 

 

 

＊ 不明な点につきまして、裏面の「会員名簿」に記載の労働安
全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントまたは、愛
知支部業務部会の事務局（裏面のメールアドレス）まで、ご連
絡ください。 
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